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1. はじめに

　この会誌をご覧になる方の中には、特許・意匠をご

専門にされており「ニース国際分類」、又は「ニース分

類」という言葉を聞いたことはあっても具体的な内容

についてはご存じないという方もいらっしゃるのでは

ないでしょうか。

　ニース国際分類は、商標の登録のための商品又は

サービスに関する国際分類のことで、ニース協定とい

う国際協定に規定されているものです。

　特許分野における国際特許分類（IPC）が技術の発展

に即して改正されているのと同様に、ニース国際分類

も改訂が重ねられていますが、昨今はこれまでに無い

商品又はサービスが続々と登場する現状に柔軟に対応

するため、その改訂プロセスについても見直しが行わ

れようとしています。

　また、この国際分類を利用している国は、現在83

の加盟国を含め約160ヵ国にのぼりますが、各国共通

の分類であるニース国際分類が小規模知財庁も含め

た各国組織に普及することは、マドリッド協定議定

書1）に基づく商標の国際登録制度導入の拡大にも繋が

り、ユーザーの国際的な経済活動を促進するものと

いえます。

　筆者は、平成19年度からニース国際分類関連業務に

携わっており、平成19年、平成20年とスイス・ジュネー

ヴにある世界知的所有権機関（以下、「WIPO」という。）

において開催されたニース国際分類第9版改訂及び改

訂プロセス見直しのための作業部会に参加しました。

また、平成20年にラオスにおいて行われた、国際分類

の普及を目的としたリージョナルセミナーに我が国の

商標制度を紹介する立場として参加する機会を頂きま

した。

　本稿では、我が国商標制度とニース国際分類の関係

について、その概要をご紹介させて頂くとともに、筆

者が上記の機会を通じて知り得た現行のニース国際分

類改訂のための会合や普及セミナーの様子をご紹介さ

せて頂きます。

　なお、本稿で示される見解はあくまで筆者個人のも

のであり、特許庁の公式見解ではございません。また、

内容に誤りがあった場合、それは筆者個人の責任であ

ることにご留意くださいますようお願い申し上げます。

2. ニース国際分類とは

　ニース国際分類は、パリ条約第19条の特別取極と

して1961年に発効した国際協定である「ニース協定」2）

審査業務部商標課商標国際分類管理室  審査官　　渡邉  あおい
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ニース国際分類の概要と現状

1）�正式名称を「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」といいます。これは、
出願人が、希望する締約国に対し、一括して商標登録手続を可能とするものです。締約国の官庁に商標出願をし又は商標登録がさ
れた名義人は、その出願又は登録を基礎に、保護を求める締約国を指定し、本国官庁を通じて世界知的所有権機関（WIPO）の国
際事務局に国際出願をし、国際登録を受けることにより、指定国官庁が12か月（又は、各国の宣言により18か月）以内に拒絶の通
報をしない限り、その指定国において商標の保護を確保することができます。2000年3月に我が国においても効力を生じました。

2）�正式名称を「1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正され
た標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定」といいます。
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は、商品に関する34分類（第1類〜第34類）及びサービ

スに関する11分類（第35類〜第45類）で構成されてお

り、正文である英語及び仏語のバージョンがあります。

　ニース国際分類の実体は、分類の基準や各類に属す

る商品又はサービスの概要を定めた「類別表（List�of�

Classes）」（一般的注釈（General�Remarks）、類見出し

において、加盟国が採用することと定められている商

標の登録のための商品及びサービスに関する国際的に

共通の分類をいいます。

　ニース国際分類は、商標を使用する商品及びサービ

スについて、関連のあるものを特定の基準によってグ

ルーピング（分類）したものであり、現行のもの（第9版）

ニ
ー
ス
国
際
分
類
の
概
要
と
現
状

英語 日本語
"LIST OF CLASSES OF GOODS AND SERVICES WITH EXPLANATORY NOTES"

GENERAL REMARKS
商品及びサービスの類別表(注釈付き)

一般的注釈
The indications of goods or services appearing in the class headings are 
general indications relating to the fields to  which, in principle, the goods or 
services belong. The Alphabetical List should therefore be consulted in order 
to ascertain the exact classification of each individual product or service.

類見出しに掲げる商品又はサービスは，その商品又はサービスが原則として
属する類の範囲をおおむね表示したものである。したがって，個々の商品又
はサービスの分類を特定するためには，アルファベット順の一覧表を参照す
べきである。

 Goods 商品
If a product cannot be classified with the aid of the List of Classes,the 
Explanatory Notes and the Alphabetical List,the  following remarks set forth 
the criteria to be applied:

ある商品を類別表、注釈及びアルファベット順の一覧表によって分類するこ
とができない場合には，次の（a）から（f）までに示すところの基準を適用し
て分類する。

(a) A finished product is in principle classified according to its function or 
purpose. If the function or purpose of a finished product is not mentioned in 
any class heading, the finished product is classified by analogy with other 
comparable finished products, indicated in the Alphabetical List. 

（a）完成品は，原則として，その機能又は用途によって分類する。完成品の
機能又は用途がどの類見出しにも記載されていない場合には，当該完成品は，
アルファベット順の一覧表に表示されている比較可能な他の完成品から類推
して分類する。

If none is found,other subsidiary criteria, such as that of the material of which 
the product is made or its mode of operation, are applied. 

当該他の完成品がない場合には，商品の材料又は作動方式のような他の補助
的な基準を適用する。

(b) A finished product which is a multipurpose composite object (e.g.clocks 
incorporating radios) may be classified in  all classes that correspond to any 
of its functions or intended purposes.If those functions or purposes are not 
mentioned in any class heading, other criteria, indicated  under (a), above, 
are to be applied.

（b）完成品が複数の用途を有する複合物（例えば，ラジオ付き時計）である場
合には，各機能又は各用途に対応するいずれの類にも分類することができる。
類見出しにおいて対応する機能又は用途が定められていない場合には，（a）
に規定するその他の基準を適用する。

(c) Raw materials,unworked or semi-worked,are in principle classified 
according to the material of which they consist.

（c）未加工又は半加工の原材料は，原則として，当該原材料を構成する物質
を基準として分類する。

(d) Goods intended to form part of another product are in principle classified 
in the same class as that product only  in cases where the same type of goods 
cannot normally be used for another purpose. In all other cases,the criterion 
indicated under (a), above, applies.

（d）他の商品の一部となることを目的として作られた商品は，同様の商品を
通常は他の用途に使用することができない場合にのみ，原則として，当該他
の商品と同じ類に分類する。他のすべての場合には，上記(a)に示す基準を適
用する。

(e) When a product, whether finished or not, is classified  according to the 
material of which it is made, and it is made of different materials, the product 
is in principle classified according to the material which predominates.

（e）ある商品（完成品であるかないかを問わない。）がその材料に従って分類
され，かつ，当該商品が異なる複数の材料から成る場合には，原則として，
当該商品は主たる材料に従って分類する。

(f) Cases adapted to the product they are intended to contain are in principle 
classified in the same class as the  product.

（f）商品を収納するために当該商品に適合させた容器は，原則として，当該
商品と同じ類に分類する。

Services サービス
If a service cannot be classified with the aid of the List of Classes, the 
Explanatory Notes and the Alphabetical List, the following remarks set forth 
the criteria to be applied:

あるサービスを類別表，注釈及びアルファベット順の一覧表によって分類す
ることができない場合には，次の（a）から（c）に示すところの基準を適用し
て分類する。

(a) Services are in principle classified according to the branches of activities 
specified in the headings of the service classes and in their Explanatory Notes 
or, if not specified, by analogy with other comparable services  indicated in 
the Alphabetical List.

（a）サービスは，原則として，サービスの類の見出し及びその注釈に掲げる
事業分野に従って分類するか，又は，それができない場合には，アルファベッ
ト順の一覧表に掲げる比較可能なサービスから類推して分類する。

(b) Rental services are in principle classified in the same classes as the 
services provided by means of the rented objects (e.g.,Rental of telephones, 
covered by Class 38).

（b）賃貸サービスは，原則として，賃貸の目的物によって提供されるサービ
ス(例えば，第38類に示すところの電話機の貸与)と同じ類に分類する。

(c) Services that provide advice, information or consultation are in principle 
classified in the same classes as the services that correspond to the subject 
matter of  the advice, information or consultation, e.g., transportation 
consultancy (Cl.39), business management consultancy (Cl.35), financial 
consultancy (Cl.36),beauty consultancy (Cl.44).

（c）助言･情報又は指導の提供のサービスは、原則として，助言･情報又は指
導の内容に対応するサービスの区分と同じ区分に分類するものとする。例え
ば、輸送の指導及び助言（39類），事業経営の指導及び助言（35類），金融の
指導及び助言（36類），美容の指導及び助言（44類）。

The rendering of the advice, information or consultancy by electronic means 
(e.g., telephone, computer ) does not affect the classification of these 
services.

助言・指導・情報が電子的手段（例えば、電話、コンピュータ）によって提供
されることは，これらのサービスの分類に影 響を及ぼすものではない。

ニース国際分類（第9版）一般的注釈
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　第9版のアルファベット順一覧表に掲載されている

商品及びサービスの項目数は、商品が9,457項目、サー

ビスが1,178項目であり、各商品及びサービスには固

有番号が付与されています。

（Class�Heading）、注釈（Explanatory�Note）から成る。）及

び、各類に属する商品及びサービスの具体的な表示を

アルファベット順に列挙した「商品及びサービスのアル

ファベット順一覧表（Alphabetical�List）」で構成されて

います。

英語 日本語
GOODS 商品
CLASS 9 第9類

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision),life-saving and teaching apparatus and 
instruments;

科学用，航海用，測量用，写真用，映画用，光学用，計量用，測定用，
信号用，検査（監視）用，救命用及び教育用の機器

apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity;

伝導用，開閉用，変圧用，蓄電用，調整用又は制御用の電気機器

apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; 音響又は映像の記録用，送信用又は再生用の装置
magnetic data carriers,recording discs; 磁気データ記憶媒体，記録用又は記録済みのディスク
automatic vending machines and mechanisms for coin- operated apparatus; 自動販売機及び硬貨作動式機械用の始動装置
cash registers,calculating machines,data processing equipment and computers; 金銭登録機，計算機，データ処理装置及びコンピューター
fire-extinguishing apparatus. 消火器
Explanatory Note 注釈
This Class includes, in particular: この類には,特に,次の商品を含む。
-apparatus and instruments for scientific research in laboratories; 実験室用科学研究機器
-apparatus and instruments for controlling ships, such as apparatus and instruments, 
for measuring and for transmitting orders ;

船舶制御用機器。例えば,測定用及び命令伝達用の機器

-the following electrical apparatus and instruments: 次の電気式機器
(a) certain electrothermic tools and apparatus, such as electric soldering irons,electric 
flat irons which, if they were not electric, would belong to Class 8;

（a）特定の電熱式工具及び器具。例えば，電気式でない場合には第8
類に属すべき電気式のはんだごて及びアイロン

(b) apparatus and devices which, if not electrical, would be listed in various classes,i.
e.,electrically heated clothing, cigar-lighters for automobiles;

（b）電気式でない場合には，他の各類に属すべき商品。すなわち，電
熱式の被服，自動車用シガーライター

-protractors; 測定用分度器
-punched card office machines; 事務用パンチカード機械
-amusement apparatus adapted for use with an external display screen or monitor; 外部ディスプレー画面またはモニター用の娯楽装置
-all computer programs and software regardless of recording media or means of 
dissemination, that is, software recorded on magnetic media or downloaded from a 
remote computer network .

記録媒体又は頒布方法の如何に拘わらず，全てのコンピュータプログ
ラム及びソフトウエア、すなわち，磁気媒体に記録されたソフトウェア，
又はコンピュータネットワークからダウンロードされるソフトウエア

This Class does not include, in particular: この類には，特に，次の商品を含まない。
-the following electrical apparatus and instruments: 次の電気式機器
(a) electromechanical apparatus for the kitchen (grinders and mixers for foodstuffs, 
fruit presses, electrical coffee mills, etc.), and certain other apparatus and instruments 
driven by an electrical motor, all coming under Class 7;

（a）台所用電動器具（食品用のグラインダー及びミキサー，果物用プ
レス，電気式コーヒーミル等）及び電動機によって駆動する他の特定
の機器（すべて第7類に属する。）

(b) electric razors and clippers (hand instruments)(Cl.8); （b）電気式のかみそり及びバリカン（手持用具）（第8類）
(c) electric toothbrushes and combs (Cl.21); （c）電気式の歯ブラシ及びくし（第21類）
(d) electrical apparatus for space heating or for the heating of liquids, for cooking, 
ventilating, etc. (Cl.11);

（d）暖房用又は液体加熱用，調理用，換気用等の電気式器具（第11類）

-clocks and watches and other chronometric instruments (Cl.14); 時計その他の計時用具（第14類）
-control clocks (Cl.14). 親時計（第14類）

CLASS 28 第28類
Games and playthings; ゲーム用具及びおもちゃ
gymnastic and sporting articles not included in other classes; 体操用具及び運動用具であって他の類に属しないもの
decorations for Christmas trees. クリスマスツリー用装飾品
Explanatory Note 注釈
This Class includes, in particular: この類には，特に，次の商品を含む。
-fishing tackle; 釣り具
-equipment for various sports and games. 各種の運動及びゲームの用具
This Class does not include, in particular: この類には，特に，次の商品を含まない。
-Christmas tree candles (Cl.4); クリスマスツリー用ろうそく（第4類）
-diving equipment (Cl.9); 潜水用具（第9類）
-amusement apparatus adapted for use with an external display screen or monitor (Cl.9); 外部ディスプレー画面またはモニター用の娯楽装置（第9類）
-electprical lamps (garlands) for Christmas tree (Cl.11); クリスマスツリー装飾用電気式ランプ（第11類）
-fishing nets (Cl.22); 漁網（第22類）
-clothing for gymnastics and sports (Cl.25); 体操用及び運動用の被服（第25類）
-confectionery and chocolate decorations for Christmas trees (Cl.30). クリスマスツリー用の菓子及びチョコレート製の装飾品（第30類）

ニース国際分類（第9版）類別表（注釈付）（第9類及び第28類を抜粋）
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ニース国際分類（第9版）アルファベット順一覧表　和訳及び類似群コード付（第9類より抜粋）

類 連続番号 英語表記 日本語訳 類似群 固有番号 備考
9 A0001 Abacuses 計算器 09D01 090627
9 A0020 Accounting machines 会計機 09D01 090135
9 A0021 Accumulator boxes アキュムレータボックス 11A03,09E12 090009
9 A0022 Accumulator jars 蓄電池槽 11A03 090008
9 A0024 Accumulators, electric 蓄電池 11A03 090361
9 A0025 Accumulators, electric, for vehicles 蓄電池（乗物用） 11A03 090007
9 A0043 Acid hydrometers 酸用浮きばかり 10C01 090387
9 A0045 Acidimeters for batteries アシジメーター（電池用） 10C01 090010
9 A0051 Acoustic conduits 伝声管 09G99 090015
9 A0052 Acoustic couplers 音響カプラー 11B01 090593
9 A0053 Acoustic [sound] alarms 音響式警報器 09G04 090014
9 A0057 Actinometers 光度計 10C01 090018
9 A0060 Adding machines 加算器 09D01 090019
9 A0106 Aerials アンテナ 11B01 090045
9 A0108 Aerometers 気量計 10C01 090020
9 A0120 Agendas (Electronic —) 電子手帳 11C01 090628
9 A0130 Air analysis apparatus 空気分析装置 10C01 090025
9 A0172 Alarm bells, electric 電気式警報ベル 09G04 090071
9 A0174 Alarms * 警報器 09G04 090026
9 A0175 Alarms (Fire —) 火災報知器 09G04 090068
9 A0194 Alcoholmeters アルコール計 10C01 090027
9 A0203 Alidades アリダード 10C01 090028
9 A0232 Altimeters 高度計 10C01 090033
9 A0258 Ammeters 電流計 11A04 090036
9 A0269 Amplifiers 増幅器 11B01,11C01 090037
9 A0270 Amplifying tubes 増幅用電子管 11C01 090038
9 A0271 Amplifying valves 増幅用電子管 11C01 090038

9 A0273 Amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor

外部デイスプレー画面またはモニター用の娯楽装
置 09G53,24A01 090576

9 A0287 Anemometers 風速計 10C01 090039
9 A0314 Animated cartoons アニメーション映写フィルム 26D01 090176
9 A0322 Anode batteries 陽極電池 11A03 090044
9 A0323 Anodes 陽極 11D01 090043
9 A0324 Answering machines 留守番電話機 11B01 090629
9 A0325 Antennas アンテナ 11B01 090045
9 A0330 Anticathodes 対陰極 11D01 090507
9 A0337 Anti-dazzle shades 防眩用シェード 09G05, 23B01 090047
9 A0347 Anti-glare glasses サングラス 23B01 090046
9 A0348 Anti-glare visors 防眩バイザー 09G05,23B01 090047
9 A0351 Anti-interference devices [electricity] 混信防止装置 11B01,11C01 090048
9 A0378 Anti-theft warning apparatus 盗難防止警報装置 09G04 090511
9 A0386 Apertometers [optics] 開口計（光学機械） 10B01 090050
9 A0409 Armatures [electricity] 電機子 11D01,11A01 090305
9 A0448 Asbestos clothing for protection against fire 防火用石綿製被服 17A06 090035
9 A0453 Asbestos gloves for protection against accidents 事故防護用手袋（石綿製） 17A04 090034
9 A0460 Asbestos screens for firemen 消防士用石綿製スクリーン 09G02 090689

9 A0477 Astronomy (Apparatus and instruments for —) 天文用測定機械器具、天体望遠鏡 10B01,10C01,
11C01 090384

9 A0478 Astrophotography (Lenses for —) 天体写真用レンズ 10B01 090059

9 A0486 Attracting and killing insects (Electric devices for 
—) 電灯誘引式殺虫装置 11A06 090528

9 A0487 Audiovisual teaching apparatus 教育用映像周波機械器具、教育用音声周波機械器
具、その他の教育用視聴覚機械器具 10B01,11B01 090061

9 A0492 Automated teller machines [ATM] 現金自動預金支払機 09D01,09E21 090686
9 A0508 Aviators (Protective suits for —) 飛行士用保護服 17A06 090070
9 A0517 Azimuth instruments 方位儀（測量機械） 10C01 090512
9 C0765 Computer game programs 電子計算機用ゲームプログラム 11C01 090670

9 G0030 Games (Apparatus for —) adapted for use with an 
external display screen or monitor

外部ディスプレー画面又は外部モニターを使用す
るゲーム機・ゲームおもちゃ 09G53,24A01 090542

9 B0062 Balances (Precision —) 精密ばかり 10C01 090489
9 B0063 Balances [steelyards] さおばかり 10C01 090433
9 B0064 Balancing apparatus ホイールバランサ 10C01 090237
9 B0074 Balloons (Meteorological —) 気象観測用気球 10C01 090075

9 P0714 Programs (Computer game —) 電子計算機用ゲームプログラム 11C01 090670
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　我が国において商標権とは、商標を使用するため出

願人が指定した商品又はサービス（以下、「指定商品又は

サービス」という。）について登録商標の使用を独占し、

さらには他人によるその類似範囲の使用を排除するこ

とができることを内容とする権利であり、商標権の範

囲は、指定商品又はサービスによって定められます。

　したがって、我が国への商標登録出願に際しては、

出願書類に登録を受けようとする商標はもとより、一

又は二以上の指定商品又はサービスを明記する必要が

あります。併せて、指定商品又はサービスが属する類

の番号（第1類〜第45類）を記載する必要があります。

一出願多区分（類）制を採用している我が国にとって

は、類の数が出願、登録、更新等料金の算定基準5）となっ

ています。

　商標法においては、商標の使用をする商品又はサー

ビスの指定について、「政令で定める商品及び役務

（サービス）の区分（類）に従ってしなければならない」、

と定めています。我が国はニース国際分類の本格採用

に伴い、指定商品又はサービスの分類を定める政令を、

当時採用されていたニース国際分類（第6版）に即した

ものに改正しました。

　具体的には、各類の名称を定めた「商標法施行令第1

条別表」をニース国際分類の「類別表（List�of�Classes）」

に対応した内容に改正し、また、各類に属すべき商品

又はサービスを定めた「商標法施行規則第6条別表」を、

「商品及びサービスのアルファベット順一覧表

（Alphabetical�List）」に掲載されている商品又はサービ

スを中心に、我が国への商標登録出願における指定商

品又はサービスの表示として使用できるものを例示列

挙する内容に改正しました。

　このように、ニース国際分類の本格的な採用以降、

我が国の商標登録出願においては、登録要件の一つで

　ニース協定においては、加盟国に、商標の登録のた

めの商品及びサービスに関する国際的に共通の分類で

あるニース国際分類の採用を義務づけており、加盟国

の官庁は商標の登録に関する公文書及び公の出版物

に、商標を使用する商品及びサービスが属するニース

国際分類の類の番号を表示しなければなりません。

　一方、ニース国際分類にいかなる法的効果を付与す

るかは各加盟国が定めるものとされています。した

がって、ニース国際分類が加盟国の登録に関する公文

書に表示されていることのみによって、各国の登録商

標の内容を完全に把握することは出来ませんが、分類

の表示は、登録商標が使用される商品及びサービスの

概要を把握する一助となることから、国際出願の際の

先行商標調査や商標管理の円滑化に資するものといえ

ます。

　また、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登

録制度において出願人は、商標を使用する商品及び

サービスを指定しなければなりませんが、その際には

ニース国際分類に従ってその商品及びサービスが属す

る一又は二以上の類を指定することとされています3）。

指定した類の数は、同議定書に基づく国際出願におけ

る手数料の算定基準になっています。したがって、ニー

ス国際分類はマドリッド協定議定書に基づく商標の国

際出願をしようとする出願人にとって必要不可欠なも

のといえます。

3. 我が国の商標制度とニース国際分類の関係

　我が国は、1990年にニース協定加入し、サービスマー

クの導入を契機とした1992年4月1日以降、それまでの

我が国独自の分類の採用から、ニース国際分類の本格

的な採用4）に移行しました。

3）�マドリッド協定議定書第3条においては、出願人による類の指定について「可能な場合には指定する」とされており、出願人が類を
指定しなかった場合には、WIPOの国際事務局が指定された商品及びサービスについてニース国際分類の中の適当な類を指定する
こととしています。

4）�我が国は、ニース協定への加入に際し、当初は、ニース国際分類への理解と習熟を深めるため、ニース国際分類と我が国独自
の分類制度を併用（ニース国際分類を副次的体系として使用）していましたが、サービスマークを導入した1992年4月1日から
は、ニース国際分類のみの使用（ニース国際分類を主たる体系として使用）に移行しました。なお、我が国では、英語版のニー
ス国際分類を採用しています。

5）�我が国は、1996年の商標法改正により一出願多区分制（ひとつの商標登録出願に対して多数の区分（類）にまたがる商品及びサー
ビスを指定できる）を採用しており、出願、登録、更新等の料金は指定商品及びサービスの区分（類）の数によって変わります。



145 tokugikon  2009.1.30. no.252

ニ
ー
ス
国
際
分
類
の
概
要
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区分 区分の名称 区分 区分の名称 区分 区分の名称

第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品 第16類 紙、紙製品及び事務用品 第31類 加工していない陸産物、生きている
動植物及び飼料

第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調
製品 第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材

料及び材料用のプラスチック 第32類 アルコールを含有しない飲料及び
ビール

第3類 洗浄剤及び化粧品 第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに
馬具 第33類 ビールを除くアルコール飲料

第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光
剤 第19類 金属製でない建築材料 第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ

第5類 薬剤 第20類 家具及びプラスチック製品であって
他の類に属しないもの 第35類

広告、事業の管理又は運営及び事務
処理及び小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供

第6類 卑金属及びその製品 第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、
化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 第36類 金融、保険及び不動産の取引

第7類 加工機械、原動機（陸上の乗物用の
ものを除く。）その他の機械 第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材

料及び織物用の原料繊維 第37類 建設、設置工事及び修理

第8類 手動工具 第23類 織物用の糸 第38類 電気通信

第9類

科学用、航海用、測量用、写真用、
音響用、映像用、計量用、信号用、
検査用、救命用、教育用、計算用又
は情報処理用の機械器具、光学式の
機械器具及び電気の伝導用、電気回
路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧
調整用又は電気制御用の機械器具

第24類 織物及び家庭用の織物製カバー 第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の
手配

第10類 医療用機械器具及び医療用品 第25類 被服及び履物 第40類 物品の加工その他の処理

第11類
照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、
冷却用、乾燥用、換気用、給水用又
は衛生用の装置

第26類 裁縫用品 第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文
化活動

第12類 乗物その他移動用の装置 第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け 第42類
科学技術又は産業に関する調査研究
及び設計並びに電子計算機又はソフ
トウェアの設計及び開発

第13類 火器及び火工品 第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具 第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供

第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類
に属しないもの、宝飾品及び時計 第29類 動物性の食品及び加工した野菜その

他の食用園芸作物 第44類
医療、動物の治療、人又は動物に関
する衛生及び美容並びに農業、園芸
又は林業に係る役務

第15類 楽器 第30類 加工した植物性の食品（他の類に属
するものを除く。）及び調味料 第45類

冠婚葬祭に係る役務その他の個人の
需要に応じて提供する役務（他の類
に属するものを除く。）、警備及び法
律事務

現行の商標法施行令別表　ニース国際分類（第9版）に対応

ニース国際分類の導入

ニース国際分類を副
次的体系として使用

我が国独自の分類を使用

ニース国際分類（第6版）を主たる体系と
して使用

1990.2.20 1992.4.1我が国の
分類制度

・商品の分類（第1類～第34類）
・サービスの分類なし

サービスマーク制度導入ニース協定加盟

・商品の分類（第1類～第34類）
・サービスの分類（第35類～第45類）
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が国においては、ニース国際分類の同一類内に非類似

商品又はサービスがあるとともに、類を超えても類似

商品又はサービスが存在しています。

　したがって、先行商標との抵触関係の調査において、

ニース国際分類は先行商標の使用にかかる商品又は

サービスの概要を把握する一助となりますが、抵触関

係のサーチキーとして完全に機能するものではありま

せん。

　我が国の商標審査実務では、商品又はサービスの抵

触関係を調査するサーチキーとして「類似群コード」と

いう独自のツールを使用しています。これは、先に述

べた商品又はサービスの類否判断の基準に従って、互

いに類似と推定される商品又はサービスをグルーピン

グし、そのグループ（類似群）に付与した、同一のコー

ドのことです。

　我が国は、出願人等へニース国際分類の周知を図り、

また、ニース国際分類と我が国の類似群との関係を示

すため、ニース国際分類の類別表の和訳はもとより、

商品及びサービスのアルファベット順一覧表について

は、掲載されている個々の商品及びサービスごとに和

訳及び類似群コードを付し公表しています。

ある商品又はサービスの指定及び類の指定は、ニース

国際分類に基づいた政令に従って行うこととなり、ま

た、出願等の料金は、ニース国際分類の類の数がその

算定基準となることから、ニース国際分類は我が国の

ユーザーに直接影響を与えるもので、特許庁のみなら

ずユーザーにとっても重要なものといえます。

　なお、「ニース国際分類にいかなる法的効果を付与

するかは、各加盟国が定めるものとされている」と前

述しましたが、我が国においてニース国際分類は商

品及びサービスの類似の範囲を定めるものではあり

ません。

　我が国においては、商品又はサービスの出所の混同

を防止するという商標制度の趣旨に拠り、同一又は類

似の商品又はサービスについて、同一又は類似の登録

商標の並存を認めておりません。したがって、出願に

かかる商標と先行商標との抵触関係の調査において

は、商標そのものの類否判断のみならず、指定商品又

はサービスの類否判断が必要になります。

　商品又はサービスの類否は、我が国における生産・

販売部門、業種、原材料、用途、需要者層等の基準を

総合的に考慮した上で判断されており、その結果、我

類似と類について

同一類における類否の例

ビール
類似群コード 28A02

清涼飲料
類似群コード 29C01

非類似

非類似

第32類

香水
類似群コード 04C01 

口紅
類似群コード 04C01

薬剤
類似群コード 01B01

ピアノ
類似群コード 24E01

冷凍野菜
類似群コード 32D01 

野菜
類似群コード 32D01

類似

類似

第3類

異なる類における類否の例

第31類第29類 第5類第15類
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25回）及び2回の専門家委員会（第19会期、第20会期）

が開催され、合計約1,000項目を超える各国からの提

案が準備作業部会で討議され、これらは専門家委員会

に勧告されて、最終的に約440項目の追加、変更等の

提案が決定されました。

　各国からの提案の専門家委員会での決定及び準備作

業部会での可決は、議決権を有し、かつ、代表が出席

する各国の投票による議決により、提案の種類によっ

て次のように行われます。

（イ） 「国際分類の修正」（Amendment）：5分の4以上の

多数による議決

　商品又はサービスの一の類から他の類への移行、又

は新たな類の設定を行うこと

（ロ） 「国際分類の修正以外の変更」（Other changes）：

単純過半数による議決

　（イ）の「国際分類の修正」以外の変更を行うこと。具

体的には類別表の変更、アルファベット順一覧表の商

品又はサービスの追加、削除、表示の変更

　現在、上記（イ）、（ロ）の全ての変更のための提案は、

4. ニース国際分類の改訂

（1）現在のニース国際分類改訂プロセス

　ニース国際分類はこれまでに数次、内容が変更され、

版の改訂が発効しており6）、現在は2007年1月1日に発

効した第9版が使用されています。

　国際分類の変更は、加盟国の権限ある官庁、WIPO

の国際事務局及び専門家委員会から特に分類の変更の

提案を行うよう要請された国又は機関からの国際事務

局に対する変更の提案を、専門家委員会によって設置

された準備作業部会で討議し、準備作業部会は、その

結論につき専門家委員会に勧告します。この勧告に基

づいて専門家委員会が変更の最終決定を行います。

　現在、ニース国際分類の版の改訂は5年に一度7）であ

り、5年の改訂期間に準備作業部会がおよそ年に一度

開催されています。最終的な変更の決定を行う専門家

委員会は少なくとも5年に一度開催されることが、ニー

ス同盟専門家委員会の手続規則に定められています。

　第8版から現行の第9版への改訂にあたっては、2001

年から2005年の間に5回の準備作業部会（第21回〜第

ニ
ー
ス
国
際
分
類
の
概
要
と
現
状

6）�初版は1963年、第2版は1971年、第3版は1981年、第4版は1983年、第5版は1987年、第6版は1992年、第7版は1996年及び第8版は
2001年に公表されています。

7）ニース国際分類の版の改訂期間を5年とすることについては第19会期専門家委員会（2003年10月開催）において決定されました。

勧告

準備作業部会
変更の討議

提案各国
（日本を含むニース
協定加盟国の一部）

変更等の検討

提案 加盟各国
（ニース協定
加盟各国）

専門家委員会
変更及び新版の
発効日の決定提案

提案

数回開催
少なくとも
5年に一度開催

日本・特許庁内で検討
・国際分類改訂に関する意見交換会
（庁内外の委員で構成）への意見取り
→我が国提案及び各国提案に
　ついて基本方針の決定

・政省令の改正
・和訳・類似群付与
・各種審査資料の改訂
→パブリックコメント、
　ユーザーへの公表等

通知
新版発効

日本

5年の版の改訂期間

「国際分類の修正」
を含むすべての変更
について最終決定

ニース国際分類改訂フロー（現在）
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（2）ニース国際分類第10版に向けて

　現行の第9版（2007年1月1日発効）から、第10版（2012

年1月1日発効予定）への改訂に向け、ニース国際分類

の変更を討議するための第一回目の作業部会（第26回）

が2007年11月に、第二回目の作業部会（第27回）が

2008年10月にWIPO国際事務局にていずれも約5日間

に渡り開催されました。

　各作業部会には米国、英国、中国、欧州各国等の加

盟国（第26回、第27回ともに27ヵ国）、及びブラジル等

オブザーバー国（第26回12ヵ国、第27回19ヵ国）、並び

にオブザーバー機関（ベネルクス知的財産庁（BOIP）、

欧州共同体委員会（CEC）、欧州商標協会（ECTA）、国

際商標協会（INTA））が参加し、各加盟国・機関から提

出されたニース国際分類の変更提案の討議が行われま

した。

　第26回準備作業部会では、我が国の提案を含む約

830項目の提案が議題となり、第27回準備作業部会で

は第26回における未討議分に加え、各加盟国・機関か

ら新たに提出された提案を含む約270項目の提案が議

題となりました。

　以下に、各準備作業部会において討議された具体的

5年の改訂期間中に、提案を行うことのできる加盟国

及び機関が各々WIPO国際事務局へ提出することで行

われます。国際事務局がこれらの提案を取りまとめて

検討用の一覧を作成し、準備作業部会の開催前に各加

盟国及び機関へ、会合の招請・議題案と一緒に送付し

ています。

　なお、ニース国際分類の正文は英語及び仏語である

ため、どちらの言語でも提案することができ、専門家

委員会及び準備作業部会においても英語と仏語、両方

の言語で討議が行われます。

　ニース国際分類の内容はユーザーに直接影響を与え

ることから、我が国では、各国提案及び我が国の提案

に関して、庁内での検討はもとより、庁外の関係団体

及び事業者団体等の意見を募集し、それらを踏まえた

上で基本方針を決定しています。

　さらに、変更が決定しニース国際分類の版の改訂が

発効する際には、庁内外に円滑な導入を図るべく、我

が国は必要な政省令の改正、ニース国際分類に和訳と

類似群コードを付した「ニース協定に基づく商品又は

サービスの国際分類」の公示、商品の類否判断のガイ

ドラインである「類似商品役務審査基準」の改訂などを

行い、これらをユーザーに公表することで対応してい

ます。

ニース国際分類の発効WIPO

JPO

商標法施行令の改正

商標法施行規則の改正

政省令 和訳及び類似群コード

和訳・類似群コードを付した「ニー
ス協定に基づく商品又はサービス
の国際分類」の公示

審査基準

類似商品・役務審査基準の改訂

ユーザー
への公表

ニース協定に基づく商品又はサービスの国際分類表

類似商品・役務審査基準
IPDL

商品・役務名リスト（商品・サービス検索ツール）

審査実務

ニース国際分類発効への我が国の対応
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解が示され、第26回作業部会においてはいったん提案

を取り下げ、内容を精査した上で、第27回作業部会に

向け再提案を行うよう要請があり、我々代表は承諾し

ました。

　第26回準備作業部会において国際事務局からは、外

部ディスプレーに接続して使用する、いわゆる「ゲー

ムコンソール」（第9類）は、近年DVD再生機能やイン

ターネット接続機能など第9類に属すべき機器として

の機能を備えていることが多いため現行の分類にはそ

れなりの理由があるということや、「ゲームソフトウェ

ア」（第9類）等のゲーム機の関連商品の類の帰属も考慮

すべきという指摘がありました。

　我々はこれらの指摘を踏まえ、ゲーム機とその関連

商品について再検討を行い、その結果、当初の我が国

の提案におけるスタンスを変えず、いわゆる「ゲーム

ソフトウェア」については現行のまま第9類に残し、

「ゲームを行うこと」を主目的とするゲーム機について

は「外部ディスプレーに接続して使用」するか否かを問

わず全て第28類に移行する提案を第27回準備作業部会

に向け再提出しました。その結果、第27回作業部会の

議場では多数の国から積極的な賛成の表明を頂き、我

が国が行ったゲーム機に関する全ての提案が可決され

る結果となりました。

　なお、国際事務局から指摘を受けたいわゆる「ゲー

ムコンソール」が第9類に属すべき機器としての機能も

備えていることが多いということについては、マルチ

ファンクションの商品をどう整理するかという問題に

帰着するものであり、他の商品の類の帰属を考える際

な提案をいくつかご紹介したいと思います。

（イ） 「ゲーム機に関する日本提案」（第26回・第27回準

備作業部会）

　現在、ゲーム機については「外部ディスプレーやモ

ニターに接続して使用するか否か」という基準によっ

て第9類（コンピュータや電話等が属する類）と第28類

（ゲーム用具やおもちゃ等が属する類）の二つの類に分

類されていますが、この基準を取り除き、全てのゲー

ム機を第28類に統合するという我が国からの提案です。

　具体的に述べますと、現在、株式会社ソニー・コン

ピュータエンタテインメントの「プレイステーション」

や任天堂株式会社の「Wii」のような「外部ディスプレー

に接続して使用」する、いわゆる「ゲームコンソール」

は第9類に、株式会社ソニー・コンピュータエンタテ

インメントの「PSP」や任天堂株式会社の「DS」のよう

なディスプレーとゲーム機が一体である、いわゆる「携

帯型ゲーム機」は第28類に分類されることになります。

　しかしながらこれらのゲーム機は双方とも多機能化

が進み、近年は同じ製造業者によって製造され販売場

所も共通していることから、我が国は「ゲームを行う

こと」を主目的とする商品は全て第28類に分類される

べきとの考えに基づき、第26回準備作業部会において

ゲーム機関連商品について類の移行や新規追加等の一

連の提案を行いました。

　第26回作業部会の議場においてこの提案は多数の国

から賛成意見が表明され、スムーズに可決される流れ

でしたが、国際事務局からは慎重に議論すべきとの見

第26回準備作業部会にて。左から夏目一等書記官、筆者。 第26回及び第27回準備作業部会において議長を務めた英国Mr. Mike 
FOLEY
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　ノルウェーによれば、この提案のメリットは、「食品」

と「飲料」の分類が簡素化されることにより、「食品」や

「飲料」に関する各国の見解の相違を起因とする、分類

上の懸案が解決されるというものでした。

　例えば、「飲料」に関して、現在のニース国際分類で

は、「ビール」はノンアルコール飲料が分類される第32

類に属していますので、我が国では、ユーザーが「ビー

ル」を含むいわゆるアルコール飲料全般について使用

する登録商標を得ようとする際には、出願時に、第32

類と第33類の両方を指定する必要が生じることになり

ます。しかしながら、「ビール」を第32類と第33類のい

ずれに分類すべきかという点に関しては、各国の見解

は必ずしも一致しておらず、現在に至っています。

　ノルウェーの提案が採択されれば、第32類の「ビー

ル」も、第33類の他のアルコール飲料も、新たな「飲料

の分類」にまとめられるため、このような各国の見解

の相違は、分類の上では問題ではなくなることになり

ます。

　議場においては、議決権を有する参加各国・機関ご

とにノルウェーの提案について意見を述べる機会が与

えられましたが、各代表が表明した意見は、全面的に

賛成するもの、アルコールとノンアルコール飲料の類

の統合については適正な飲酒を推奨する運動に逆行す

るため反対するというもの、他人の先行商標との抵触

関係の調査が複雑になるという理由で反対するもの、

区分の減少により収入が減るとの理由で反対するもの

等々、各国の制度の違いや事情により、実に様々であ

りました。

　その結果、いわゆる「ノルウェー提案」は5分の4以

上の多数による賛成を得ることができず、否決とな

りました。しかしながら、複雑な分類を簡素化し分

類をより明確化するという提案の趣旨自体には賛成

する国も多かったことから、国際事務局及び議長か

らは、第26回作業部会での否決という結果が、ニー

ス国際分類第10版発効に向けた今後の準備作業部会

にも問題となる点でありました。というのも、ニー

ス国際分類においては「完成品が複数の用途を有する

複合物（例えばラジオ付時計）は各機能又は各用途に

対応するいずれの類にも分類することができる。」と

いう原則が一般的注釈に明記されており、この原則に

従えば実際には同一の商品であっても捉え方によって

異なる類に分類することが可能と考えられるからで

す。したがって、「外部ディスプレーに接続して使用す

るか否か」という基準は、これまでのゲーム機の分類

を整理する一基準として役割を果たしてきたものと思

われます。

　しかしながら、近年においては、現在「外部ディス

プレーに接続して使用する」という基準で第9類に分類

されているいわゆる「ゲームコンソール」のみならず、

「ディスプレーとゲーム機本体が一体」という基準で第

28類に分類されるであろう「携帯型ゲーム機」について

も、「ゲームコンソール」と同様に第9類に属すべきイン

ターネット接続機能、通信機能、音楽再生機能等を有

しています。また、近年は携帯電話や携帯型音楽プレー

ヤ（第9類）でゲームを行うことも普及しています。こ

のように複数の機能を兼ね備え、様々な使用形態を有

する新商品が次々と登場する今日のゲーム関連分野に

おいては、ゲームを行うための機器の類の帰属を考え

る際、「外部ディスプレーに接続して使用するか否か」

といった一使用方法による画一的な基準よりも、シン

プルにその商品の主たる用途が何かということを基準

にすることの方が、より現状に即した考え方であると

思われます。

（ロ）いわゆる｢ノルウェー提案｣（第26回準備作業部会）

　いわゆる「ノルウェー提案」は、現在、食品と飲料が

分類されている複数の類8）を「食品の類」及び「飲料の

類」の二つの類に再編成するもので、対象となる商品

に関する提案数は約480項目に及ぶノルウェーによる

大きな提案でした。

8）��「食品」については大まかに、「動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物」等が第29類に、「他の類に属さない加工
した植物性の食品及び調味料」等が第30類に、「加工していない陸産物、生きている動物及び飼料」等が第31類に、そして「食
餌療法用の食品、乳児用食品」等が第5類に分類されています。また、｢飲料｣については大まかに、「アルコールを含有しない飲
料及びビール」等が第32類に、「ビールを除くアルコール飲料」等が第33類に、そして「ミルクを主成分とする乳飲料」等が第29
類に分類されています。
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各国における特定の商品又はサービスに関する認識

や重要度が異なることが、議論が長時間に及ぶ原因

となることもしばしばあります。例えば、マケドニ

ア旧ユーゴスラビア共和国は、加工野菜等が属する

第29類に「Ajvar�[preserved�paprika�salad]（アイバル

（パプリカサラダを保存したもの））」というパプリカ

を主原料とするペースト状の食品を新規追加する提

案を行いました。しかしながら当該商品は国によっ

ては調味料（condiments）またはソース（sauce）とも認

識されていることから、調味料やソース等が属する

第30類に分類されるべきとの意見が他国から表明さ

れました。これに対し提案国は、議場に瓶詰めの商

品サンプルを持ち込んで、当該商品が提案国をその

起源とし、バルカン諸国においては単なる調味料や

ソースではなくメインディッシュになり得る食品と

して認識され非常にポピュラーであること、そのた

め第30類ではなく第29類に分類されるべきであると

の強い主張を行い、相当な時間をかけて検討が行わ

れた結果、商品の表示を「Ajvar�[preserved�peppers]�」

に変更して票決の結果、第29類への新規追加が可決

されました。

　なお、ある商品又はサービスの類の帰属を明らか

における、ノルウェーによる同様の提案の再提出を

妨げるものではないとの見解が示されました。した

がって、今後の準備作業部会において内容をさらに

精査した提案をノルウェーが再提出する可能性が高

いと思われます。

　以上が2回の準備作業部会において実際に討議され

た提案の例ですが、当然ながらこれらはほんの一部に

すぎず、他にも単に現在の商品又はサービスの表示を

微修正するものや、アルファベット順一覧表に掲載の

各商品及びサービスに付与された固有番号の付与の仕

方に関するもの、一般的注釈の文言を変更するもの等、

様々な種類の変更提案が討議されました。

　作業部会において討議をリードするのは出席した各

国・機関の代表から選出される議長ですが、国際事務

局も議事進行のほか各提案に関する発言を積極的に

行っています。

　各提案は、その内容により可決・否決・取り下げ等

の結論が出るまでに意見が分かれ時間を相当要するも

のや、全く反対意見が表明されず2〜3分で済んでしま

うもの等、様々です。

　参加国が多いため、言語・文化・制度等の違いから、

新33類
飲　料

(人用のアルコール・
　ノンアルコール飲料)

新32類
食　品

（食用又は保存用の
　処理をしたもの）

29類

30類

32類

33類

現行 ノルウェー提案

（1）

（2）

乳飲料等（現29類から）、
コーヒー飲料等（現30類
から）の移行

5類

29類 30類

（3）

空の類

31類 31類
一部削除・表示変更があるが
ほとんど変更なし

ラクトース等（新32類へ）、
乳児用粉乳等（新33類へ）
の移行

※提案に係らない類は省略。

（1）食品の類（第29類及び
　　第30類）の統合
（2）飲料の類（第32類及び
　　第33類）の統合
（3）第5類の商品の一部を
　　新たな食品と飲料の類
　　に移行

ノルウェー提案概要
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ニース国際分類（第9版）類別表（注釈付）（ノルウェー提案に関連する食品及び飲料の類）

英語 日本語
GOODS 商品

-beverages with coffee, cocoa or 
chocorate base;

コーヒー飲料，ココア飲料及びチョ
コレート飲料

-cereals prepared for human consumption (for 
example, oat flakes and those made of other cereals).

食用の処理をした穀物（例えば，オート
フレークその他の穀物製のフレーク）

This Class does not include, in particular: この類には，特に，次の商品を含まない。
-certain foodstuffs of plant or igin 
(consult the Alphabetical List of Goods);

特定の植物性食品(商品のアルファ
ベット順の一覧表参照)

-salt for preserving other than for foodstuffs (Cl.1); 食品以外のものの保存用の塩（第1類）
-medicinal teas and dietetic substances 
adapted for medical use (Cl.5);

医療用茶及び食餌療法剤（第5類）

-baby food (Cl.5); 乳児用食品（第5類）
-raw cereals (Cl.31); 未加工穀物（第31類）
-foodstuffs for animals (Cl.31). 飼料（第31類）

CLASS 31 第31類
Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains not included in other classes;

農業，園芸及び林業の生産物並びに
穀物であって他の類に属しないもの

live animals; 生きている動物
fresh fruits and vegetables; 生鮮の果実及び野菜
seeds, natural plants and flowers; 種子，自然の植物及び花
foodstuffs for animals; 飼料
malt. 麦芽
Explanatory Note 注釈
Class 31 includes mainly land products not having been 
subjected to any form of preparation for consumption, live 
animals and plants as well as foodstuffs for animals.

第31類には,主として,食用の処理をし
ていない陸産物,生きている動植物及
び飼料を含む。

This Class includes, in particular: この類には，特に，次の商品を含む。
-raw woods; 未加工木材
-raw cereals; 未加工穀物
-fertilised eggs for hatching; ふ化用受精卵
-mollusca and crustacea (live). 軟体動物及び甲殻類（生きているもの）
This Class does not include, in particular; この類には，特に，次の商品を含まない。
-cultures of micro-organisms and 
leeches for medical purposes (Cl.5);

医療用の培養微生物及び蛭（第5類）

-semi-worked woods (Cl.19); 半加工木材（第19類）
-artificial fishing bait (Cl.28); 釣用擬似餌（第28類）
-rice (Cl.30); 米（第30類）
-tobacco (Cl.34). たばこ（第34類）

CLASS 32 第32類
Beers; ビール
mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks;

ミネラルウォーター，炭酸水及びア
ルコールを含有しないその他の飲料

fruit drinks and fruit juices; 果実飲料
syrups and other preparations for 
making beverages.

シロップその他の飲料製造用調製品

Explanatory Note 注釈
C l a s s 32 i n c l u d e s m a i n l y n o n -
alcoholic beverages, as well as beer.

第32類には，主として，アルコール
を含有しない飲料及びビールを含む。

This Class includes, in particular: この類には，特に，次の商品を含む。
-de-alcoholised drinks. アルコールを除去した飲料
This Class does not include, in particular: この類には，特に，次の商品を含まない。
-beverages for medical purposes (Cl.5); 医療用飲料（第5類）
- m i l k  b e v e r a g e s  ( m i l k 
predominating)(Cl.29);

乳飲料（ミルクを主成分とするもの）
（第29類）

-beverages with coffee, cocoa or 
chocolate base (Cl.30).

コーヒー飲料，ココア飲料及びチョ
コレート飲料(第30類)

CLASS 33 第33類
Alcoholic beverages (except beers). アルコール飲料（ビールを除く。）
Explanatory Note 注釈
This Class does not include, in particular: この類には，特に，次の商品を含まない。
-medicinal drinks(Cl.5); 医療用飲料（第5類）
-de-alcoholised drinks(Cl.32). アルコールを除去した飲料（第32類）

英語 日本語
GOODS 商品
CLASS 5 第5類

Pharmaceutical and veterinary preparations; 薬剤及び獣医科用剤
sanitary preparations for medical purposes; 医療用の衛生剤
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; 食餌療法剤，乳児用食品
plasters, materials for dressings; 膏薬，包帯類
material for stopping teeth, dental wax; 歯科用充てん材料，歯科用ワックス
disinfectants; 消毒剤
preparations for destroying vermin; 有害動物駆除剤
fungicides, herbicides. 殺菌剤，除草剤
Explanatory Note 注釈
Class 5 includes mainly pharmaceuticals and 
other preparations for medical purposes.

第5類には,主として,薬剤及び他の医
療用剤を含む。

This Class includes, in particular: この類には,特に,次の商品を含む。
-sanitary preparations for personal 
hygiene, other than toiletries;

身体衛生用剤（化粧品を除く。）

-deodrants other than for personal use; 防臭剤（身体用のものを除く。）
-cigarettes without tobacco, for medical purposes. たばこの葉を用いない医療用巻たばこ
This Class does not include, in particular: この類には，特に，次の商品を含まない。
-sanitary preparations being toiletries (Cl.3); 化粧品である衛生剤（第3類）
-deodrants for personal use (Cl.3); 身体防臭用化粧品（第3類）
-supportive bandages (Cl.10). 支持用包帯（第10類）

CLASS 29 第29類
Meat, fish, poultry and game; 食肉，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉
meat extracts; 肉エキス
preserved,frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables;

保存処理，冷凍，乾燥処理及び調理
をした果実及び野菜

jellies, jams, compotes; ゼリー，ジャム，コンポート
eggs, milk and milk products; 卵，ミルク及び乳製品
edible oils and fats. 食用油脂
Explanatory Note 注釈
Class 29 includes mainly foodstuffs of animal 
or igin as wel l as vegetables and other 
horticultual comestible products which are 
prepared for consumption or conservation.

第29類には，主として，動物性食品
及び野菜その他の食用園芸作物で
あって食用又は保存用の処理をした
ものを含む。

This Class includes, in particular: この類には，特に，次の商品を含む。
-milk beverages (milk predominating). 乳飲料（ミルクを主成分とするもの）
This Class does not include, in particular: この類には，特に，次の商品を含まない。
-certain foodstuffs of plant or igin 
(consult the Alphabetical List of Goods);

特定の植物性食品(商品のアルファ
ベット順の一覧表参照)

-baby food (Cl.5); 乳児用食品（第5類）
-dietetic substances adapted for medical use (Cl.5); 食餌療法剤（第5類）
-salad dressings (Cl.30); サラダドレッシング（第30類）
-fertilised eggs for hatching (Cl.31) 
-foodstuffs for animals (Cl.31);

ふ化用受精卵（第31類）飼料（第31類）

-live animals (Cl.31). 生きている動物（第31類）
CLASS 30 第30類

Coffee, tea , cocoa, sugar, r ice , 
tapioca, sago, artificial coffee;

コーヒー，茶，ココア，砂糖，米，
タピオカ，サゴ，代用コーヒー

flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices;

穀粉及び穀物からなる加工品，パン，
ペストリー（生地），菓子，氷菓

honey, treacle; はちみつ，糖みつ
yeast, baking-powder; 酵母，ベーキングパウダー
salt,mustard; 食塩，マスタード
vinegar, sauces (condiments); 食酢，ソース（調味料）
spices; 香辛料
ice. 氷
Explanatory Note 注釈
Class 30 includes mainly foodstuffs of plant 
o r i g i n p r e p a r e d f o r c o n s u m p t i o n o r 
conservation as well as auxiliaries intended 
for the improvement of the flavour of food.

第30類には，主として，植物性食品
であって食用又は保存用の処理をし
たもの及び食品の香味を改良するた
めの補助的な材料を含む。

This Class includes, in particular: この類には，特に，次の商品を含む。
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ラジル等のオブザーバー国（第1回2ヵ国、

第2回6ヵ国）、並びにオブザーバー機関（ベ

ネルクス知的財産庁（BOIP）、欧州共同体

委員会（CEC）、欧州商標協会（ECTA）、国

際商標協会（INTA））が参加しました。

　このようなアドホック作業部会が開催さ

れることになった契機は、第26回準備作業

部会においてシンガポールより、各国が分

類の変更の提案を行う際の様式や提出方法

等が統一されていないことや、新しい商品

又はサービスが続々と登場する現状におい

て、あらゆる種類の変更の提案が一律に5

年の改訂期間を経て発効するということ

等、現行のニース国際分類の改訂プロセス

における改訂作業の効率性と柔軟性に関す

るいくつかの事項が、見直すべき点として指摘された

ことです。

　これらの指摘を受け、上記2回のアドホック作業部

会では、提案様式の統一・電子化のほか、国際分類の

内容の変更のうち、5分の4以上の多数による議決を必

要とせず単純過半数のみで議決される「国際分類の修

正以外の変更」（アルファベット順一覧表への商品又は

サービスの「追加」、「削除」、「表示の変更」等）の討議に

おいて、国際特許分類（IPC）改正プロセスにおいて使

用されているような「電子フォーラム」を導入するこ

と、そして「国際分類の修正以外の変更」の発効を5年

に一度より頻繁に行うこと等について検討が行われま

した。

　検討の結果、上記2回のアドホック作業部会では、

国際事務局が参加各国の意見をテークノートするに

止まり結論には至りませんでしたが、電子フォーラ

ムの導入に関しては、現在国際特許分類（IPC）改正の

検討プロセスで使用されている電子フォーラムを参

考に国際事務局が開発を進めており、議場で画面遷

移を含むプロトタイプが示されました。しかしなが

ら具体的な電子フォーラムの開始時期は提示されて

おらず、また、各加盟国・機関からの提案やコメン

トの英仏翻訳の問題等、未だ検討課題が多いため、「国

際分類の修正以外の変更」の発効の頻度の問題と併せ

て、今後引き続き検討が行われる予定です。

にすることを目的とした提案について、意見が分かれ

議論がまとまらない場合でも、最終的には当初の提案

の賛否を問う投票が行われます。しかしながら投票の

結果、賛成票が過半数に満たなかった場合、提案は否

決されてしまいますので、結局、当該商品又はサービ

スの適切な類が不明なまま議論が終了することもあり

ます。このような事態を出来る限り避けるため、上記

の「Ajvar」の例のように、国際事務局や参加各国から

の提案で、議場において提案の商品又はサービスの表

示や類などを当初の提案とは異なる適切なものに変更

したうえで票決を行う場合もあります。

（3）�ニース国際分類改訂プロセスの見直し（第1回・
第2回アドホック作業部会）

　前述のとおり、現在ニース国際分類の版の改訂は、

5年に一度行われることになっています。全ての変更

内容は、およそ毎年行われる準備作業部会において討

議が行われ、少なくとも5年に一度開催される専門家

委員会で最終決定されます。

　この改訂プロセスを見直すことについて検討を行う

ため、第1回目のアドホック作業部会が2008年7月に、

第2回目が同年10月にWIPO国際事務局にて開催され、

各作業部会には米国、英国、中国、欧州各国等のニー

ス協定の加盟国（第1回27ヵ国、第2回33ヵ国）、及びブ

準備作業部会及びアドホック作業部会が開催されたWIPO国際事務局
会議室
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5.�ニース国際分類の普及（アジア太平洋リージョ
ナルワークショップ）

　2008年1月ラオスにおいて3日間、アジア太平洋地

域の小規模知財庁の知財関係者を対象に、ウィーン・

ニース・ロカルノ等の国際分類を活用した効果的な

審査の普及及び支援のためのワークショップが開催

されました。

　このワークショップは2007年度の「WIPOジャパン

ファンド事業」9）の一環として行われたものです。参

加者は、ホスト国のラオス科学技術庁知財部関係者及

び、ブータン、カンボジア、イラン、モンゴル、ネパー

ル、パキスタン、パプアニューギニア、スリランカ、

トンガの審査官を中心とした知財関係者のほか、講

師として我が国特許庁の他に、WIPO、オーストラリ

ア知財庁、インドネシア知財庁から専門家が派遣さ

れ、国際分類に関する講義や実務演習のほか、参加

各国における知財をとりまく状況の報告等が行われ

ました。

　我が国特許庁の派遣者として筆者からはニース国際分

類に関して「An�Overview�on�Its�Use�and�Application」

9）�WIPOジャパンファンド事業とは、WIPOに対して我が国政府が支払う任意拠出金により行われる事業のことです。アジア太平洋
地域の開発途上国に対し、知的財産権庁の情報化や人材育成への支援を通じて知的財産権分野における各国の近代化を推進するこ
とを目的としています。

ラオスの目抜き通り。中央の建物はパリの凱旋門を模して建てられ
たアヌサワリー。

アジア太平洋リージョナルワークショップの様子

ラオス科学技術庁知財部の出願受付にて。左から筆
者、出願受付担当の方々

アジア太平洋リージョナルワークショップが開催されたホテルにて。
WIPO、オーストラリアから派遣された専門家の方々と共に。
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　本稿が、特技懇誌をご覧になる方にとって、我が国

の商標制度とニース国際分類についてのご理解を深め

る一助となれば幸いです。

P.S.

　ニース国際分類及び商標登録のための商品又はサー

ビスに関する情報は、IPDLにおいて公表されていま

す。ご興味のある方は、アクセスしてみてください。

http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm

というテーマで、我が国が商標審査実務において国際

分類をどのように利用し、また、その制度発展に向け

どのような対応を行っているのかについて概要説明を

行いました。具体的には、我が国のニース国際分類の

本格的採用の経緯や、書換制度10）の紹介、ニース国際

分類改訂のための我が国の活動と対応の説明、審査の

支援システムの紹介等です。また、端末を用いた実務

演習においては、我が国のIPDLにおけるユーザー向

け商標検索ツールの紹介も行いました。

　参加者からは、制度の基本的な内容に関する質問に

加え、書換制度の運用方法の詳細についても質問がな

され、我が国の商標制度全般に対する各国の関心は高

かったように思われます。

6. おわりに

　冒頭で触れましたとおり、ニース国際分類の体系を

利用している国は、現在83の加盟国を含め約160ヵ国

にのぼります。

　各国共通の分類であるニース国際分類が我が国を含

む各加盟国のユーザーにとってより使いやすいものと

なり、また、WIPOジャパンファンド事業のような国

際協力の枠組みを通じてより多くの国に普及すること

は、国際的な商標出願や管理を円滑化し、ひいては我

が国ユーザーの国際的な経済活動の促進にも繋がるも

のといえます。

　ニース国際分類改訂や改訂プロセス見直し等の制度

自体の発展に向けた作業に積極的に参加していくこ

と、また、国際協力事業等を通じて我が国の経験を紹

介しニース国際分類の制度普及に貢献していくこと

は、ニース協定の加盟から18年の歳月を経た我が国に

とって、今後も重要な役割であると思われます。

　最後になりましたが、この場をお借りして、前述の

作業部会やワークショップ参加にあたりお世話になっ

た方々や、このように、ニース国際分類についてご紹

介させていただく機会をくださいました特技懇誌のご

担当の方々に感謝を申し上げます。
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10）�書換制度とは、我が国独自の旧分類のもとで登録された商標権の指定商品を、ニース国際分類に基づく現行の商品分類及び
商品表示に書き換えるための、我が国独自の制度のことです。

profile
渡邉  あおい（旧姓：廣富）（わたなべ  あおい）

平成10年4月　特許庁入庁（総務部秘書課）
その後、情報システム課、特許情報課利用推進室を経て
平成16年4月　商標審査官昇任（機械）
平成17年4月　商標課企画調査班予備調査業務係長（併任）
平成18年4月　商標審査官（国際商標登録出願）
平成19年7月より現職（併任）
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商品・役務名リスト検索画面

IPDL商標検索メニュー画面

商品・役務名リスト
 ・商品又はサービスの類、
 ・類似群コード等の検索、
 ・ 類似商品役務審査基準、商品・サー

ビス国際分類表へのリンク等

商品・サービス国際分類表
 ・ニース協定概要
 ・ ニース国際分類（第8版・第9版）

の日本語訳（類似群コード付）等

区分＝類

類似商品・役務審査基準へのリンク 商品・サービス国際分類表へのリンク


